
 

 

 

 

 

 

 2020年 12月 18日開催の第 2回共済推進県本部代表者会議において、自治労・

団体生命共済の抜本改正（組織討議・制度骨格案）が確認されました。組織討議

の中での多くの県本部の意見を踏まえ、新たな共済推進方針を提起します。組織

討議を経て、2021年 5月の中央委員会で方針決定します。 

 

はじめに 

１．団体生命共済・抜本改正案の組織

討議の経過について  

 2020 年 4 月 24 日開催の第 3 回共済

推進県本部代表者会議において、団体

生命共済の抜本改正「組織討議案」を

提起しました。 

 その後、各県本部段階の組織討議を

踏まえた第１次意見集約を経て、同年

7 月に高年層型の設定を補強した「補

強修正案」を提起し、各単組段階の組

織討議を踏まえた第２次意見集約を

経て、同年 10 月に経過措置などを追

加補強した「制度骨格案」を提起し、

組織討議が行われました。 

 同年 12月 18日開催の第 2回共済推

進県本部代表者会議において、最終的

な意見集約結果を踏まえた協議の結

果、「制度骨格案」が確認されました。 

 

２．新たな共済推進方針について 

 上述の組織討議の中で多くの県本

部から、①今までの共済推進運動の総

括、②組織率・加入率低迷の要因分析、

③めざすべき未来（目的）と目標、④

共済推進運動の体制と役割について、

などをまとめた新たな共済推進方針

を確立し、取り組みを強化すべきだと

の意見がありました。 

 共済推進運動は、労働組合運動と

「運動の両輪」といわれていますが、

そもそも別の運動ではなく、各県本

部・各単組で取り組む基本的な運動・

活動に包含されるべき運動です。 

 新たな共済推進方針は、「組織強化・

拡大のための推進計画（組強計画）」や

「自治労運動方針」と密接に関連しま

す。 

 新たな共済推進方針は、共済推進運

動を、組合員・家族の安心と安定の生

活、そして、自治労組織の強化・拡大

のための重要な労働運動として、改め

て各県本部・各単組に位置づけるため

の方針となります。 

 同時に、各県本部・各単組において

も、取り巻く実状に応じた共済推進方

針を策定し、また毎年度運動方針にも

共済推進運動をしっかりと位置づけ

ます。 
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第１章 共済推進運動（労働者自主福祉運動）の基本的考え方 

Ⅰ．共済推進運動の総括 

１．自治労の組合員数と組織率の低下

① 自治労組合員数は、2000 年には

100万人を超えていましたが、2017年

には 78万 9,859人と、はじめて 80万

人を割り込み、組合員の減少傾向に歯

止めがかかっていません。また、自治

労全体の組織率は、2000 年の 77％か

ら 2017 年には 67.8％と低下し、組織

競合を抱える単組だけではなく、県職

や大都市等でも低下が顕著になって

います。 

② 1999 年から 2019 年までの 20 年

間の組合員減少や組織率低下の要因

は、集中改革プランや市町村合併など

の影響に加え、人員不足と業務の多様

化・複雑化・業務量増加、および社会

情勢により勤務時間内活動が困難に

なってきたことなどにより、労働運動

に関わる時間が制約され、活動の低下

が組織力の低下につながってしまっ

ていることがあげられます。 

③ 周囲に非組合員が増えてくれば、

組合の必要性を日常的に説く先輩・同

僚がおらず、組合への関心を持つ機会

も失われ、新規採用者の組合加入の動

機も弱くなります。 

 

２．減少を続ける団体生命共済の加入

者数 

① 自治労の取り組む各種共済制度

の中でも、命と健康の不安に対応する

「団体生命共済（遺族保障と医療保

障）」と、自動車事故の不安に対応する

「マイカー共済（自動車補償）」は、２

大基幹制度です。 

② そのうち、マイカー共済について

は、掛金水準と弁護士特約の優位性に

加え、個人口座振替で掛金収納が行え

ること、見積もりで他保険との比較が

容易であることなどから、順調に加入

拡大が進んでいます。 

③ 一方、1981年に自治労の労組事業

として発足した団体生命共済は、自治

労・労働組合への求心力の向上と並行

して順調に成長し、加入者数は 1999年

にピークを迎え、組合員の助け合いの

制度としての役割を果たしてきまし

た。 

④ しかし、その後は減少に転じ、

2002年に生協事業化するとともに、現

行の掛金体系（一律掛金＋年齢層別掛

金：2 段階または 4 段階）への変更を

実施しました。2013年 6月には全労済

との統合により全労済に元受け移管

され、改めて共済推進委員会の設置と

それを契機にした加入推進に取り組

みましたが、減少傾向が続いています。

⑤ 団体生命共済の加入者数低下の

要因は、他民間生命保険との競争激化

の中で、とくに若年層に対して組合員

の助け合いを訴えるだけでは、掛金の

劣位性を覆すことができにくくなっ

てきていること、組合員へのオルグ能

力をより必要とする団体生命共済の

推進力、すなわち組織力の低下がやは

り大きく影響しています。 



３．自治労・自治労共済の歴史とこの

間の取り組み 

（１）自治労・自治労共済の拡張期 

（1966年～2001年） 

① 自治労は、労働者自主福祉運動を

担う共済生協として 1966 年に自治労

共済生協を創設しました。自治労共済

生協は、総合共済、火災共済、自動車

共済などを実施、その後、1980年には

自治労事業本部を設立し、団体生命共

済、長期共済を実施しました。自治労

の組織拡大と歩調をあわせて、共済事

業も拡大基調を継続し、1999年には団

体生命共済の加入者数がピークを迎

えました。 

② 組織・共済事業ともに拡大基調の

中で忘れてはならない事件として、

1989 年の連合加盟に伴う自治労組織

の分裂、1998年の長期共済含み損問題

の発覚、2001年のいわゆる自治労不祥

事の発覚などがありました。 

 

（２）自治労共済の改革期 

（2002年～2006年） 

① 2001 年の自治労不祥事を契機と

して、自治労の共済事業のあり方（組

織・事業）についての基本的な方針を

組織決定しました。その要点は、ア共

済事業は労働組合事業ではなく生協

事業として行うこと、イ短期事業は自

治労共済が実施し、長期事業は全労済

に移転すること、ウ自治労事業本部は

廃止し自治労共済生協に統合するこ

と、などでした。 

② この方針に基づき、2001年に共済

組織の統合、2002年に団体生命共済の

制度改正（一律掛金＋年齢層別掛金：

2 段階または 4 段階）と生協事業化、

2004年に長期共済・退職後共済の全労

済移転を実施しました。 

 

（３）自治労共済生協と全労済との組

織統合（2007年～2013年） 

① 2007 年に全労済から自治労共済

生協へ全国事業統合の参加申し入れ

がなされたことを契機に、統合にむけ

た組織討議を開始しました。統合の理

念として、ア組合員利益の確保、イ単

組・県支部への手数料・交付金の確保、

ウ経営の健全性の確保、の 3点を確認

し、2009年に統合を組織決定、2011年

に本部段階の統合実施、2013年 6月に

は県支部を含めた統合が完結しまし

た。 

② この時期の自治労共済の課題は、

円滑な全労済統合の実施であり、具体

的には、ア自治労共済生協職員の全労

済職員への転籍、イ自治労・自動車共

済の全労済・マイカー共済への移転、

ウ統合に伴う組織体制整備、などがあ

りました。 

③ 2008年には、新たな事務システム

導入に伴い、掛金収納の事務処理上の

不具合、証書の発行遅延、契約データ

の不整合などの混乱が発生しました。

④ 自治労共済生協と全労済統合の

組織討議およびその後の実務課題協

議については、相当規模の会議・協議

を繰り返し、上記の課題は、いずれも

大きな混乱なく実施されました。 

 

 



（４）2013年以降の共済推進運動 

① 自治労は、2013年 6月の自治労共

済生協と全労済の統合を機会に、改め

て共済推進運動を、「運動の両輪」と位

置づけ、自治労本部と自治労共済推進

本部の共同で本部共済推進委員会を

立ちあげました。 

② さらに、自治労本部主催会議とし

て、共済推進県本部代表者会議（自治

労本部と県本部）、共済推進県本部・県

支部合同ブロック会議（自治労本部・

自治労共済推進本部と県本部・共済県

支部）の新設をしました。 

③ 同様に、全都道府県本部で県本部

共済推進委員会を立ち上げ、さらに単

組共済推進委員会の態勢構築もめざ

してきました。 

④ また、県本部・単組には、定期大

会や中央委員会等の機関会議におい

て、その都度、共済推進方針（労働者

自主福祉運動の取組方針）の確立を求

めてきました。 

⑤ 一方、自治労本部と自治労共済推

進本部では、本部共済推進委員会とし

て、2016 年 10 月に『共済推進運動の

進め方（第 4版）』を作成し、自治労の

「共済推進運動の基本的な考え方（め

ざすべき態勢）および具体的取り組み

指針」を定め、取り組みの推進をはか

ってきました。 

⑥ 県本部共済推進委員会を基軸と

して、県本部・共済県支部・こくみん

共済 coop推進本部の連携体制を組み、

単組執行部を中心に、セット共済更新

期の加入拡大集中月間（年 1回）およ

び退職予定者・新入組合員対策などス

ポット募集（年 3回）などの取り組み

を通して、全単組・全職場・全組合員

オルグを追求することなども示され

ています。 

⑦ あわせて、自治労本部と自治労共

済推進本部の共同で、2014年から開催

している『じちろう全国共済集会』で

は、本部としての取り組み方針などの

提起に加え、各県本部・単組の好取り

組み事例の共有化や、外部専門家（Ｃ

ＦＰなど）による推進手法の研修も行

ってきました。これを契機にして、一

部の地連や県本部でも、同様の趣旨で

共済集会が開催されています。 

⑧ 2017年からは、団体生命共済を中

心に「加入拡大モデル単組」という重

点単組の取り組みを実行しています。

多くの単組で、県本部・共済県支部・

こくみん共済 coop 推進本部とともに

組合員への働きかけを実行し、加入拡

大を実現しています。これらの実践と

実績を通して、単組執行部が共済への

関心と活動への自信を高めています。

⑨ これらの取り組みを通じてもな

お、団体生命共済の加入者数は減少を

続けており、県本部・単組間の取り組

みと結果の大きな格差は残り続けて

います。 

 

４．県本部・単組間格差について 

① 県本部共済推進委員会は全県本

部で設置されているものの、その開催

状況にはバラツキがあり、また単組で

の設置の有無や委員会の開催状況に

は、さらに大きな違いがあり、これら

の状況も県本部間、単組間での加入格



差の要因となっています。 

② 各県本部、各単組の歴史経過や取

り巻く状況は異なり、県本部や共済県

支部の人的体制や予算規模にも大き

な差があります。加入実績が低迷する

県本部や単組がある一方で、47都道府

県本部のうち組合員の 80％以上の加

入を誇る組織加入県本部が 7 県本部

（15％）、団体生命共済取扱単組 2,058

のうち組織加入単組が 772単組（38％）

（2019年１月現在）存在しており、県

本部・単組間の格差を如実に示してい

ます。 

③ 結果として、全体では組合員数や

組織率の減少、共済とくに団体生命共

済の加入者数の減少が続いています。

本部としてこれらの現状を真摯に受

け止め、なぜ県本部・単組間で取り組

みの格差が生じているのか、さらに加

入者数が減少しているのかを改めて

詳しく分析し、その対応策として、こ

の新しい共済推進方針およびそれに

基づく今後の取り組みにより、状況を

変えていかねばなりません。 

④ 一般的に共済の実績に関わる要

素としては、「社会情勢、競合保険業界

の動向」「制度の優位性（掛金や保障内

容）」「勧める力（オルグ力・組織力）」

だと考えられます。そのため、競合保

険業界に対抗し、制度の優位性を確保

するために、団体生命共済の抜本改正

をめざしてきました。 

⑤ その上で、勧める力を高めるため

には、とくに自治労運動や共済推進運

動の取り組みに困難を抱える県本部

や単組の底上げをはかるとともに、自

治労運動・共済推進運動を全国一丸と

なって進めていく必要があります。 

 

５．組織力低下の要因① 

単組の課題 

（１）単組役員の負担感増加と組合活

動の低下 

① 共済推進運動を含む組合のさま

ざまな課題に対応している単組役員

の多くは非専従者で、日常の業務を担

いながら、組合活動を行っています。

とくに近年、人員不足と業務量の増加、

組合休暇を含めた休暇の取りにくさ

から、組合活動に充てられる時間は減

少しています。 

② また、自治労をターゲットにした

組織攻撃により、勤務時間内活動が困

難になったことも大きな影響を及ぼ

しています。 

③ 同時に、役員任期の短期化・年齢

の若年化が進むことで、経験を十分に

重ねられないまま、役員を担わなけれ

ばならない組合員も増えています。 

④ 人員不足と業務の多様化・複雑化

および業務量の増加は、結果として組

合員の運動参加や学習機会の減少に

もつながっています。 

⑤ そのため、組合が相互に助け合う

ための機関であるという組合の意義

を実感できる場が減少し、一個人とし

ての損得やメリット・デメリットで組

合への参画を判断するようになり、組

合離れが加速するという事態も生じ

ており、こうした動向の拡大が危惧さ

れます。 

 



（２）単組役員の共済推進運動の理解

不足  

① 単組執行部学習会について限ら

れた単組でしか開催されていないこ

とから、「なぜ、共済推進運動に取り組

むのか」「組合員に伝えたい各共済制

度の優位性とは何か」「組織にとって

どのような意味があるのか」など、共

済推進運動に対する本質的・基本的な

認識や理解が進んでいない実状があ

ります。 

② また、具体的に何をすればよいの

か悩んでいるとの声も聞かれます。 

 

（３）担当役員・単組書記の負担感増

加 

① 職域共済の推進主体は単組であ

り、とくに執行部（支部や分会役員含

む）全体での取り組みが不可欠です。 

② しかし、その取り組みが一部の役

員になっている単組においては、運動

課題や組合業務について執行部（支部

や分会役員含む）全体での取り組みと

はなっていません。 

③ とくに書記の配置されている単

組においては、書記任せとなっている

ところが多くみられ、このことは、組

織強化や組織拡大にも大きな力とな

るはずの共済を活かせない状況とな

っています。 

④ 少なくとも、執行部全体で共済推

進運動の重要性や制度の優位性を理

解する学習会を開催するとともに、取

り組み体制を確立することが必要で

す。 

 

（４）組合員に知らせる活動の低下 

 組合員学習会や個別保障相談会、職

場オルグなどの実施が必要ですが、こ

れらの取り組みができていない単組

においては、まず機関紙やパンフ、チ

ラシなど組合員への周知のための取

り組みが求められています。 

 

６．組織力低下の要因② 

県本部・共済県支部の課題 

（１）県本部・県支部と単組の関係の

希薄化 

① 日常的に単組との関係が構築で

きている県本部・県支部も少なくあり

ませんが、県本部・県支部が招集する

諸会議など以外で、単組役員との直接

的な対話の機会を設けず、単組役員と

の間に、組合活動の中で抱える悩みや

疑問を相談できる関係性がない県本

部も見られます。 

② 単組と県本部・県支部との日常的

な関係性が築けていない「距離感」が

拡大し、弱体化している単組に対して

有効な手立てが打てないという、県本

部・県支部による単組に対する助言・

指導の「機能」「役割」の低下を克服す

るためには、県本部・共済県支部によ

る単組オルグの実施や単組執行委員

会への参加、また県本部の地域やブロ

ック別の会議等の開催を通じた関係

性の再構築が求められます。 

 

（２）県本部と共済県支部の連携 

① 共済推進運動を含む組合のさま

ざまな課題対応に困難を抱えている

県本部では、県本部役員も単組での経



験値の差から、「なぜ、共済推進運動に

取り組むのか」「組合員に伝えたい各

共済制度の優位性とは何か」「組織に

とってどのような意味があるのか」な

ど、共済推進運動に対する本質的・基

本的な認識や理解にまで至っていな

い実状があります。 

② 単組を取りまとめ、支える立場の

県本部が主体的に共済推進運動に取

り組めていないのであれば、共済推進

運動はもとより、単組の組織強化・拡

大も十分に進めることができません。 

③ また、財政の逼迫により、県本部

においても、役員・書記の体制縮小を

行わざるを得ず、従来に比べて十分な

「体制」が確保できていないところも

少なくありません。 

④ そのような県本部においては、共

済については県支部任せにならざる

を得ない状況で、共済県支部との関係

が希薄な県本部も見られます。 

⑤ このため、県本部共済推進委員会

の機能を発揮するため、県本部と共済

県支部の役職員を含めた明確な役割

分担と連携した取り組みが重要です。 

 

（３）共済県支部の取り組みの格差 

① 県本部やこくみん共済 coop 推進

本部との連携を強化し、単組を支え、

共済推進運動を盛りあげていくべき

立場の共済県支部も、人的体制や予算

規模に大きな格差があり、県によって

異なる歴史・経過の影響も大きく、取

り組みに大きな格差が生じています。 

② また、各県支部の工夫と力量に任

されている部分があり、具体的な手法

についてのモデル化が進んでいませ

ん。 

③ その結果、各県の状況に応じて創

意工夫する以前に、全県で取り組める

手法が明示されておらず、基本的な取

り組みにも差が生じています。 

 

７．組織力低下の要因③ 

本部・共済本部の課題 

（１）本部・共済本部と、県本部・共

済県支部との関係 

① 自治労本部・自治労共済推進本部

には、単組・県本部・共済県支部の強

化を念頭においた運動の提起が求め

られます。 

② 自治労組織・運動の持続・発展は、

単組を起点とした組織強化にあり、そ

れを支援する自治労本部、さらに自治

労共済推進本部との一体的な取り組

みが求められています。 

③ 「単組役員・書記の負担感を軽減

しつつ、運動の質を確保・向上させる」

という難題を前に、自治労本部・自治

労共済推進本部には、これまで以上に

県本部・共済県支部との関係を密にす

る必要があります。 

④ これまで自治労本部・自治労共済

推進本部は、「方針提起をし、具体策は

現場に任せる」というスタンスをとり

がちでした。共済推進運動を含め単組

のさまざまな課題対応に困難を抱え

ている県本部・共済県支部に対しては、

課題を把握し、原因分析や対応策を一

緒に考えるという「寄り添い、伴走す

る」という対応が必要です。 

⑤ 今までの共済推進方針を含む運



動方針の提起は、全県一律の提案にな

りがちでした。人的体制や予算規模な

ど運動の資源の少ない県本部・県支部

に対して「優先順位のメリハリをつけ

た実行しやすい具体的手法」を提示す

ることが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ．めざすべき未来（目的）・目標 

 前項の共済推進運動の総括を踏まえ、めざすべき未来（目的）と、目的を実現

するための目標を以下の通り改めて確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．めざすべき未来（目的）について 

① 組合員と家族にとって不測の事

態にいつ見舞われるかは、誰にもわか

りません。万一のことが起きた場合で

も、安定した日常生活が送れる経済的

な保障があることは大切です。 

② さまざまな民間生損保の保険商

品がありますが、自分がどのような保

険に加入しているのか詳しくは知ら

ない、勧められるがまま加入している

という組合員が多いのも事実です。 

③ その結果、家計が厳しいのにもか

かわらず、必要性が低い保険に対して

多額の保険料を支払っていたり、逆に

保険料の高さから必要な保障に加入

できていないという組合員も多いの

です。 

④ 現在の経済環境や、公務員に対す

る風当たりの強さなどから収入を大

幅に増加させることは難しい状況に

あります。 

⑤ 賃金や社会保障制度の改善を求

める運動とともに、組合員のニーズに

沿った非営利事業で自治労組合員だ

から利用できる割安な共済制度に加

入することで、適切な保障が得られ、

支出を減らし可処分所得を増やす助

け合いの共済推進運動は、安心と安定

のくらしのために不可欠です。 

⑥ 組合員を守り、安心して働き甲斐

のある職場を作り、質の高い公共サー

ビスを提供すること、よりよい社会づ

くりのために影響力を持つことなど

自治労の存在意義や価値は、強固な団

結力と、次の世代へしっかりと運動が

引き継がれ発展していく組織でなけ

れば、生まれません。 

⑦ 労働組合にとって、「数は力」です。

組織率の低下、組合員数の減少をその

ままにしては、自治労運動は継続でき

ません。自治労・団体生命共済の抜本

改正の組織討議では、組織存亡の危機

であることを改めて認識する契機と

なりました。 

⑧ すべての組合員が共済推進運動

へ参加することは、組合員個人の利益

向上につながるだけでなく、組合員と

の接点を増やし、関係を強固にするこ

めざすべき未来（目的） 

組合員・家族の安心と安定の暮らし、自治労の組織強化・拡大の実現 

 

大目標 

じちろう共済に、生涯を通じて、全員加入 

 



とから、自治労組織全体の強化にもつ

ながります。 

⑨ また、加入継続の取り組みは、日

常の相談・世話役活動とも密接に関係

し、組合員の脱退防止にも効果を発揮

します。 

⑩ 改めて全単組における具体的運

動が実行できるかどうかが最重要の

課題です。単組の組織強化と若年層の

組合加入対策を単組・職場における自

治労運動と共済推進運動の両輪で実

現します。 

⑪ 共済の魅力と取り組みで、結果と

して、自治労における永続的な最重要

課題の一つである組織強化・拡大を実

現し、20 年の長きに渡る組織の縮小傾

向から脱し、80 万人自治労の回復に結

びつけます。 

 

２．大目標について 

 上述のめざすべき未来（目的）を実

現・達成するために、とくに若年層に

とって抜本改正でより加入しやすく

なる団体生命共済をはじめとした各

種制度に、新規採用時から退職後の老

後に至るまで生涯に渡って加入する

こと、そして組合員全員の加入で助け

合うことを究極の大目標として掲げ、

自治労総体で達成にむけた取り組み

を進めます。  

 

３．大目標に至る制度別・段階別の取

り組み 

 大目標に至る道筋として、制度別・

段階別の取り組みを確認します。段階

別に取り組みを実行していくことで、

それぞれの単組・県本部・共済県支部

において挑戦する動機づけとします。 

 

（１）総合（慶弔）共済基本型 

① 第１段階の取り組み＜全県本部・

全単組における毎年の取り組み＞ 

取り扱い単組において、全員加入を行

う。 

② 第２段階の取り組み 

未取り組み単組において、制度取り扱

いを開始し、全員加入を行う。 

 

（２）団体生命共済・長期共済（税制

適格年金含む） 

① 第１段階の取り組み＜全県本部・

全単組における毎年の取り組み＞ 

ア 取り扱い単組において、全単組

（支部含む）執行部学習会を実施する。 

イ 執行部（支部含む）全員が個別保

障相談を実施する 

ウ 執行部（支部含む）全員が加入す

る。 

② 第２段階の取り組み 

ア 取り扱い単組において、組合員説

明会・個別保障相談会を実施する。 

イ 新規採用者全員加入の方針を確

立し、4 月採用からの早い段階で全員

加入をめざす。 

ウ 高年層における保障の見直しと

あわせ、長期共済への加入を促す。 

③ 第３段階の取り組み 

ア 青年部、女性部、各評議会・専門

部別など単組全体の多角的な取り組

みを実行する。 

イ 年１回の継続更改期と年３回以

上のスポット募集を通じて、取り組み



を強化し、保有件数を純増させる。 

 

（３）自治労・退職者団体生命共済 

① 第１段階の取り組み＜全県本部・

全単組における毎年の取り組み＞ 

生涯（現役・退職後）を通じた安心・

安定のため、退職予定者に対し、個別

対応を漏れなく実行する。 

② 第２段階の取り組み 

退職予定者を集めた学習会・セミナー

を実行する。 

③ 第３段階の取り組み 

ア 退職予定者のみならず、中堅層や

51 歳以上など年代別の学習会・セミナ

ーも実行する。 

イ 自治労・退職者団生に全員移行さ

せる。 

 

（４）じちろうマイカー共済・自賠責

共済 

① 第１段階の取り組み＜全県本部・

全単組における毎年の取り組み＞ 

ア 取り扱い単組において、全単組

（支部含む）執行部学習会を実施する。 

イ 自動車保有の執行部（支部含む）

全員が見積もりを実施する。 

② 第２段階の取り組み 

ア 取り扱い単組において、自動車を

めぐる補償制度（人と車、自分と他者）

の学習会を開催し、組合と連携した雇

用を守るための事故対応を訴求する。 

イ 組合員全員の見積もりを実施す

る。 

③ 第３段階の取り組み 

ア 執行部（支部含む）全員が加入す

る。 

イ 青年部、女性部、各評議会・専門

部別など単組全体の多角的な取り組

みを実行する。 

ウ 自動車保有組合員や同居の親族

保有自動車の加入拡大を通じて、保有

件数、車両特約付帯率を純増させる。 

 

（５）住まいる共済（火災共済・自然

災害共済） 

① 第１段階の取り組み＜全県本部・

全単組における毎年の取り組み＞ 

ア 取り扱い単組において、全単組

（支部含む）執行部学習会を実施する。 

イ 執行部（支部含む）全員が見積も

りを実施する。 

② 第２段階の取り組み 

ア 取り扱い単組において、火災をめ

ぐる補償制度（必要付保額、損害賠償

義務、地震被災時の共済金支払い等）

の学習会を開催し、自宅（住宅と家

財）・借家（家財）にかかわらず、火災

共済の全員加入を推進する。 

イ 巨大地震などや風水害などの大

規模災害リスクの増大を訴求し、自然

災害共済（大型）の付帯を推進する。 

ウ 組合員全員見積もりを実施する。 

③ 第３段階の取り組み 

ア 執行部（支部含む）全員が加入す

る。 

イ 青年部、女性部、各評議会・専門

部別など単組全体の多角的な取り組

みを実行する。 

ウ 持ち家者の必要補償額の加入や

借家人の家財補償の加入拡大を通じ

て、保有件数、自然災害共済付帯率を

純増させる。 



（６）じちろうシンプルパック 

① 第１段階の取り組み＜全県本部・

全単組における毎年の取り組み＞ 

取り扱い単組において、全単組（支部

含む）執行部学習会を実施する。 

 

② 第２段階の取り組み 

ア 取り扱い単組において、組合員説

明会を実施する。 

イ 団体割引や退職後も保障が継続

される点など優位点を訴求し加入拡

大をはかり、もって組織拡大をめざす。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 目的を実現するための道筋 

Ⅰ．なぜ共済推進運動に取り組むのか 

 共済推進に限らずすべての労働組合運動に共通ですが、いわれたことをこな

すのではなく、「主体的」「自発的」な取り組みを展開するには、『なぜ取り組み

をしなければならないのか』という取り組みの理念・意義や重要性、取り組みに

より得られるメリットなどを繰り返し学び、取り組みの必要性に「気づき」を得

ることが重要です。 

＜共済を活用した運動のプラスの循環の概念図＞ 

 

 

１．組合員とその家族にとっての共済

の意義 

① 共済推進運動（労働者自主福祉運

動）は、組合員の相互扶助と団結強化

を目的とした、いわば労働組合の原点

ともいえるものです。 

② 賃金や労働条件をめぐる厳しい

状況のもと、『働くこと』の中で生じる

さまざまな悩みや課題を労働運動で

解決していく役割がある一方で、コロ

ナ禍のようなパンデミックや自動車

事故、地震や風水害など増加する自然

災害などの『くらすこと』の中で避け

られないさまざまな不安から、ムリ・

ムダのないニーズに合った保障で支

え合う共済には大きな意義がありま

す。 

③ あわせて、非営利事業であること

や組合運動との運動の両輪として取

り組むことによる低いコスト、保健統

計上リスクの小さい自治労組合員と

いう条件などから実現できる掛金優

位性は、支出を抑え自由に使える可処



分所得を増やし安心・安定の生活を実

現していきます。 

 

２．自治労組織にとっての共済の意義 

（１）共済の魅力と共済推進運動によ

る組織強化・拡大 

① 労働組合が使用者と対等の関係

を構築し、維持するためには、労働者

全員が労働組合に結集することが重

要です。 

② 自分のくらしを守るには、仲間の

支えが必要であること、仲間のくらし

を支えることが自分の生活を守るこ

とになります。 

③ そのことが積み重なって強固な

組織が生まれ、強固な要求や運動が生

まれます。まさかの時に、労働組合が

組合員の力になる、組合役員・書記が

世話をするということが大切です。組

合員が困った時こそ、労働組合がその

存在感を発揮できるときです。 

④ 自治労が共済推進運動を真剣に

取り組むことは、組合員の単組に対す

る信頼を高めることに寄与し、組織強

化とともに、組織の拡大にもつながり

ます。 

⑤ 組織強化・拡大が自治労運動の継

続のために不可欠であることから、共

済を労働組合に加入した組合員の１

つのメリットと小さく捉えず、同時に、

書記任せや共済県支部・全労済任せに

せず、自治労総体で主体的に取り組む

べき運動に改めて位置づけることが

重要です。 

⑥ 自治労は共済推進運動を組織強

化・拡大の重要な柱に据えて、主要な

運動の一つとして取り組み、労働組合

運動と共済推進運動は『運動の両輪』

としています。 

⑦ あわせて、自治労共済生協と全労

済の事業統合の理念である、ア組合員

の中長期的な利益確保、イ手数料など

組織的な利益確保、ウ経営の安定性確

保、を維持するためには、事業経費の

節減とあわせて、数や結果にこだわっ

た不断の努力が不可欠です。 

 

（２）共済推進運動に関わる単組役

員・書記の取り組みの意義 

① 共済推進の中心的役割を担う単

組役員・書記にとっては、『くらすこと』

を取り巻くさまざまな経済的な不安

に対し、直接的に組合員の役に立つこ

とができるという嬉しさや満足感を

得られる運動になります。 

② 日々の世話役活動を通じて、組織

全体はもとより、頼りにされる、信頼

されるという組合運営上欠かすこと

のできない組合員との人間関係を築

くことにつながります。 

③ 単組役員にとって、業務上知り合

う以上の人脈の広がりや、目に見える

結果によって達成感を伴う成長を実

感できる運動であり、単組書記にとっ

ても、自身の存在価値・付加価値を高

める運動です。 

 

（３）単組事務手数料、共済推進県本

部交付金の活用 

① 共済推進運動の結果、加入実績に

応じて、単組には事務手数料が支払わ

れます。 



② 現状では、組合財政が厳しい状況

にあったとしても、組合費の値上げに

対する組合員の理解を得ることは容

易なことでありません。事務手数料は、

共済推進運動をはじめとするさまざ

まな運動課題の対応に活用できるこ

とから、一定程度の単組財政基盤の強

化につながります。 

③ 同時に県本部にも共済推進県本

部交付金が交付されます。県本部財政

基盤の強化につながり、さらなる共済

推進運動の前進にむけて活用が期待

されます。 

 

３．組合員に伝えたい制度別の主な優

位点・訴求点 

 上記１や２．のような意義のみなら

ず、組合員に伝えるべき各種共済制度

に加入することで得られる具体的な

メリット（優位点・訴求点）を知るこ

とも、共済推進運動に取り組むべき理

由となり、基本的に不可欠かつ非常に

重要です。

 

 

（１）総合（慶弔）共済基本型 

① 月額 300円の組合員の助け合いのベースとなる慶弔共済制度です。 

② 結婚から死亡、住宅災害などに共済金をお支払いします。 

＜過去の災害等での給付実績＞ 

 東日本大震（2011年発生） 23,601件 12億 4239万円 

 熊本地震 （2016年発生）  3,634件    3,911万円 

 

（２）自治労・団体生命共済（※） 

① いのちと健康の不安から守る生命保障と医療保障がセットになってい

る共済です。 

② 1年満期の共済でライフステージにあわせてムリ・ムダなく保障が選べ

ます。 

③ 他の保険や共済よりも低廉な掛金で加入することができます。家計にや

さしい掛金で大きな安心が得られます。 

④ 入院は日帰りから保障、連続 5日以上の成人病入院はさらに手厚い保障

です。 

⑤ 各種通院共済金や手術共済金、がん診断共済金、先進医療共済金もセッ

トされ充実の医療保障です。 

⑥ 組合員が加入すれば配偶者、子どもも加入できます。 

⑦ 組合員の加入率が 80％以上（組織加入）の単組（県本部）は、健康告知

に該当する組合員も加入が可能です。 

 



（３）自治労・退職者団体生命共済（※） 

① 自治労・団体生命共済加入者が退職後も、引き続き 85 歳まで生涯に渡

って加入が可能です。 

② 自治労・団体生命共済と同じ保障内容（医療保障充実型）とシンプルで

手ごろな掛金（病気入院付帯型）から選択ができます。 

③ 他の保険や共済よりも低廉な掛金で加入することができます。家計にや

さしい掛金で大きな安心が得られます。 

④ 掛金は年払い、口座振替での払い込みとなります。 

 

（４）長期共済・税制適格年金 

① 長期共済は、在職中に掛金を積み立て、退職のときに年金給付などの保

障を選択できる老後に備えるための共済です。 

② 1口月払い 3,000円から積み立てが可能で、随時払でさらに積立金を増

やすことができます。在職中の早い時期からの加入がゆとりにつながり

ます。 

③ 税制適格年金は、1口月払い 5,000円から年金のための積み立てを行う

共済で、積立期間中の掛金が個人年金保険料控除の対象になります。 

④ 団体生命共済加入者が利用できます。 

 

（５）じちろうマイカー共済・自賠責共済 

① じちろうマイカー共済は、自動車事故を起こす不安から守るカーライフ

を応援する共済です。 

② 対人賠償・対物賠償無制限の安心の補償です。 

③ 自治体職員にとって心強い自動車事故での失職を防ぐための、起訴前の

弁護士費用を支払う特約が付いています。 

④ 自治労組合員は、団体割引の対象となり、ほかの保険や共済よりも低廉

な掛金で加入することができます。 

⑤ また、自賠責共済（新車購入時や車検のときに必要な強制保険）も、組

合で加入することができます。 

⑥ 在職中のみならず退職後も継続して加入できます。 

⑦ 掛金は年払いか月払い、口座振替での払い込みとなります。 

 

（６）住まいる共済 

① 住宅や家財を守る共済です。住まいる共済は火災共済と自然災害共済を

合わせた呼び名です。 

② 火災共済は、火災を中心に備える共済で、住宅が 70％以上の焼破損割合



で被害を受けたときに全焼扱いとなります。 

③ 全損時に新たな住宅を取得できる額を支払う「再取得価額」で保障しま

す 

④ 家財保障もあるので賃貸住宅にお住いの方も加入できます。 

⑤ 自然災害共済は、風水害、地震、盗難まで幅広く備える共済で、火災共

済に付帯して加入が可能です。より厚く備える自然災害共済・大型タイ

プの加入を推進します。 

⑥ 在職中のみならず退職後も継続して加入できます。 

 

 ※ 上記（２）（３）は、2022年 6月以降の契約更新時以降の新制度内容とな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ．共済推進運動の体制と役割 

 組合員が共済に加入する場合、募集人としての共済役職員の説明が重要です

が、身近な信頼する単組役職員がどのような考え方に立ち、共済を推進するため

の働きかけを行っているかが、大きな判断基準となります。 

 組合員と日常的に接する単組・職場が共済推進運動の第一線であり、共済推進

の基盤となります。県本部は、単組・職場に密着した一体的な運動の構築をめざ

し、自治労本部は、県本部・単組のニーズを全国的に集約し具体的な方針を策定

します。 

 

１．自治労がめざす共済推進体制 

（１）共済推進委員会が運動の基軸 

① 『運動の両輪』として位置づけて

いる共済推進運動を主体的に取り組

むために、自治労の本部・県本部・単

組の共済推進委員会を自治労職域に

おける共済推進運動の基軸として位

置づけます。 

② 共済推進委員会は、執行部を主体

に構成し、全県本部で設置するととも

に、全単組における設置をめざします。 

  

（２）自治労共済推進本部との関係 

① 自治労共済推進本部は、職域生協

統括本部を通じて、こくみん共済 coop

＜全労済＞と連携を強化し、共済事業

の運営面および制度面から自治労の

共済推進運動を支えます。 

② また、各県において、共済県支部

は、こくみん共済 coop 推進本部・支

所との実務的な共同推進体制を基礎

に事業推進主体としての組織の確立

をめざします。 

 

２．単組の役割 

（１）役員（単組支部・分会役員含む）

の役割 

① 共済推進運動の主体は単組役員 

 組合活動の基本は、組合員の賃金・

労働条件の改善や職場が直面する身

近な課題の解決に取り組むことにあ

ります。共済推進運動の主体は、執行

部です。共済担当役員や書記任せにせ

ず、全執行部での取り組みとする体制

づくりが大切です。 

  

② 執行部学習会の実施と役員の複

数年化 

 まずは、執行部（支部や分会の役員

含む）が取り組みの意義やメリットを

知ることがはじめの一歩です。全単組

での執行部学習会を実施します。 

 また運動を拡大するための経験値

を積むためにも、役員の複数年化を追

求します。 

 

③ 周知活動とフォローアップ 

ア 組合員に「見える」単組活動を進

め、組合員の参加の裾野を広げます。

機関紙、ビラなどの教宣媒体を活用し、

共済をわかりやすく「伝える」ことを

意識して取り組みます。 

イ 組合員説明会や個別保障相談会



は、青年部、女性部、各評議会・専門

部別なども含め多くの組合員が参加

するよう工夫します。 

ウ 説明会や相談会実施後のフォロ

ーアップの声掛けを含め、日常生活に

おける悩みについて気軽に相談でき

る世話役活動を進めます。 

 

（２）単組書記の役割 

① 共済推進運動の主体である執行

部と連携する運動の重要な担い手で

す。 

② 契約・給付・掛金収納などの事務

処理を行います。ただし、単組書記（・

単組支部書記）のいない単組では、共

済担当役員が担います。 

③ 相談者に対する世話役活動で組

合員の信頼感を高めます。 

 

３．県本部・県支部の役割 

（１）県本部の取り組み 

① 県本部には、日常的な単組役員と

の対話や単組オルグの実施を通して、

役員が抱える悩みや単組運営におけ

る課題を拾いあげ、解決にむけた助言

や行動提起が求められます。組合活動

をサポートするためには、県内単組間

の横の連携の強化をはかることが不

可欠です。 

ア 県本部共済推進委員会で、方針や

具体的手法を協議・決定します。 

イ 単組との日常的な連携を強め、信

頼関係の構築・強化をはかります。ま 

た単組の組織状況や活動内容・課題を

把握し、共済県支部とともに必要な   

助言や指導を行いながら、単組の日常

活動を丁寧に支援します。 

ウ 地域ブロック活動を通じて単組

が相互に課題解決に取り組めるよう、

その機能を高めます。また、単組間で

の情報共有や意見交換が進む場を定

期的に設定します。 

エ 県本部の会議・集会・学習会につ

いて共済の時間を確保します。単組の

取り組み事例やノウハウの共有、単組

ニーズに即したテーマ設定など、単組

が日常活動のヒントや課題解決の方

策を得られるよう意識します。 

 

（２）県支部の取り組み 

① 単組執行部や県本部側に共済の

意義や優位性を理解してもらうため

にも、県支部側も自治労運動の意義や

概要を知ることが、互いに信頼できる   

パートナー・仲間となることにつなが

ります。単組や県本部の組合活動の苦

労や悩みを知ってこそ、よりよい提案

や推進に繋がります。 

② 数々の運動課題を抱える県本部・

単組は、共済に特化している訳ではあ   

りません。複雑なことや理解しづらい

ことは、取り組みにつながりません。

誰が見てもわかりやすい資料や誰が

聞いてもわかりやすい説明を追求し

ます。 

③ また、漠然・抽象的な方針では、

結局単組は動けません。県本部と連携

を強化し、単組のやる気を高めるよう、

いつ・誰が・何を使って・何をすれば

良いのか具体的な手法を県本部とと

もに提案します。 

④ 県本部共済推進委員会での協議



後、各単組への周知・要請、各単組内

の協議・準備には時間が必要です。遅

くなれば準備不足で組織的な展開が

困難になるので、早めの提案に努めま

す。 

⑤ こくみん共済 coop 推進本部・支

所と連携を強化し、説明講師・相談対

応者の調整をします。定例推進会議や

相互の研修会などを通じて、県本部・

単組がやる気になる具体的提案を追

求します。 

 

４．本部・共済本部の役割 

① 本部・共済本部には、本部共済推

進委員会を基軸として、組合員と組織

のニーズを把握しながら、共済推進に

かかる基本方針や事業計画などを策

定していくことが求められます。 

② また、組強計画とも連動し、とく

に実績の低い県に対する本部・共済本

部の支援を強化して底上げをはかり

ます。 

③ 同時に、県本部・単組とともに、

推進体制の整備や教育・研修制度の充

実に力点を置き、組合員相互の「助け

合い・支え合い」活動として、ますま

す大きくなる労働者自主福祉運動の

役割を果たしていきます。 

 

（１）本部共済推進委員会のさらなる

機能化 

① 組合員と組織のニーズを把握し

ながら、共済推進にかかる基本方針や

事業計画の立案をしていきます。 

② また、県本部・県支部との関係強

化をはかり、課題の把握と解決につと

めます。 

③ 各種共済制度改正の際は、逐次状

況把握し、共済推進県本部代表者会議

などで共有化しながら議論を進めて

いきます。 

 

（２）新たな共済推進マニュアル（仮）

の作成 

 単組活動が多くの非専従役員によ

って担われている現状を踏まえ、限ら

れた時間の中で組合活動に注力でき

るよう、わかりやすく、具体的な活動

に結びつけるための共済推進運動の

底上げの取り組みとして、好取り組み

事例をモデル化した包括的な「新たな

共済推進マニュアル（仮）」を本部共済

推進委員会で作成します。各県本部、

単組および各県支部における事例を

収集し、力量別の具体的取り組みモデ

ルを提示します。 

 

（３）わかりやすい資料や教育宣伝物

の作成 

 単組・県本部・県支部役職員が活用

しやすい資料提供のあり方を工夫す

るとともに、ツールの豊富化につとめ

ます。 

 

（４）共済集会の開催 

① 本部としての取り組み方針など

の提起に加え、各県本部・単組の好取

り組み事例の共有化や、外部専門家

（ＣＦＰなど）による推進手法の研修

などを行うため本部共済推進委員会

と自治労共済推進本部の共同開催で、

共済全国集会を開催します。 



② また各地連などでの開催も促し

ます。 

（５）共済推進県本部交付金の交付 

 共済推進県本部交付金の補強策と

して、掛金体系の変更を伴う抜本的な

制度改正において、高年層組合員の掛

金抑制対策により、保障の引き下げに

よる口数減少から単組事務手数料の

減少が懸念されることから、単組にお

ける円滑な制度改正対応と財政確保

の観点で共済推進県本部交付金制度

の増額と単組への配分などの対応を

はかることとします。 

 

（６）横断組織の展開 

 県本部－単組の展開のみならず、県

職共闘、大都市共闘、青年部、女性部、

現業評議会など専門部・評議会や規模

別自治体単組連携などの横の展開を

はかるため、方針協議や具体的計画を

策定します。 

 

（７）オンライン推進 

 コロナ禍におけるオンラインを活

用した新しい推進方法については、こ

くみん共済 coop＜全労済＞の施策と

連携をはかりながら対応します。 

 

 

＜組合員と家族を支える組織の連携＞ 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

＜組合員・単組を支える共同推進体制の組織図＞ 
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